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～ 海の事件・事故は １１８番へ ～

２９号 -1- ２９号



★２３年４４３項 瀬戸内海 － 高松港付近 護岸工事

期 間 平成23年8月4日～12月1日(予備日12月2日～9日)

の日出～日没

区 域 34-21-32N 134-05-26E付近の付図に示す区域

備 考 (1)潜水作業を伴う。

(2)警戒船を配置。

海 図 Ｗ１１２５－Ｗ１３７Ａ

出 所 六本部交通部

★２３年４４４項 瀬戸内海 － 備讃瀬戸東部 灯浮標交換作業

１．期 間 平成23年8月10日の1110～1210

位置１ 34-23.3N 134-04.4E

備 考 高松中航路灯浮標(4072番)の交換作業。

２．期 間 平成23年8月10日の1250～1520

位置２ 34-25.7N 133-58.9E

備 考 宇高東航路第3号灯浮標(4042番)の交換作業。

備 考 警戒船を配置。

海 図 Ｗ１１２５－Ｗ１３７Ａ－Ｗ１５３

参照書誌 ４１１

出 所 六本部交通部

２９号 -2- ２９号



２９号 -3- ２９号

★２３年４４５項 瀬戸内海 － 宇野港 航泊禁止区域設定

期 間 平成23年7月31日(予備日8月1日)の2000～2100

区 域 34-28-48N 133-56-36Eの地点を中心とする

半径約300mの円内

備 考 (1)花火打上げ行事が行われるため、一般船舶(打上げ作業船、

警戒船、巡視艇等を除く)の航泊を禁止する。

(2)区域示す黄色灯付浮標(4秒1閃光)6基を設置。

(3)警戒船6隻を配置。

海 図 Ｗ１５４－Ｗ１３７

出 所 宇野港長公示第1号(平成23年7月27日)

★２３年４４６項 瀬戸内海 － 坂出港、第１区 航泊禁止区域設定

期 間 平成23年8月6日の2045～2130(花火打上げ終了)

(予備日8日の2000～2030)

区 域 34-19-50N 133-51-11Eの地点を中心とする

半径約250mの円内

備 考 (1)花火打上げ行事が行われるため、行事実施期間中、

一般船舶の航泊を禁止する。

但し、港長が本制限を解除した船舶を除く。

(2)警戒船及び巡視艇等を配置。

海 図 Ｗ１１２１

出 所 坂出港長公示第1号(平成23年7月19日)

★２３年４４７項 瀬戸内海 － 備讃瀬戸南航路付近 潜水調査

期 間 平成23年8月8日、9日(予備日10日、11日)

の日出～日没

位 置 34-21-34N 133-49-36E付近

備 考 (1)南備讃瀬戸大橋６Ｐ橋脚に設置されている

試験用設備の状況確認を実施。

(2)警戒船を配置。

海 図 Ｗ１１２１－Ｗ１１２２－Ｗ１３７Ｂ

出 所 六本部交通部



２９号 -4- ２９号

★２３年４４８項 瀬戸内海 － 備讃瀬戸、本島南方 海底線撤去作業

期 間 平成23年8月6日～10日(予備日11日～18日)

の日出～日没

区 域 4地点を結ぶ線により囲まれる区域

(1) 34-22-54N 133-47-07E

(2) 34-22-46N 133-47-13E

(3) 34-22-36N 133-46-53E

(4) 34-22-44N 133-46-47E

備 考 (1)残置ケーブルの確認、又は撤去作業を実施。

(2)磁気探査船及び潜水による調査を実施。

(3)警戒船2隻を配置。

海 図 Ｗ１１２２－Ｗ１３７Ｂ－Ｗ１５３

出 所 六本部交通部

★２３年４４９項 瀬戸内海 － 備讃瀬戸、本島南方 灯浮標交換作業

期 間 平成23年8月8日の0920～1200

位 置 34-22.1N 133-45.9E

備 考 (1)備讃瀬戸北航路第9号灯浮標(4236番)の交換作業。

(2)警戒船を配置。

海 図 Ｗ１１２２－Ｗ１３７Ｂ－Ｗ１５３

参照書誌 ４１１

出 所 六本部交通部

★２３年４５０項 瀬戸内海 － 多度津港 至 大島西岸 曳航作業

期 間 平成23年8月3日の1620～4日の0640(予備日4日曳出し～5日着)

区 間 多度津港～来島海峡付近、大島西岸

経 由 六島南方3日の1840、布刈瀬戸4日の0300、

大久野島南方4日の0430、大下瀬戸4日の0540

備 考 (1)船体ブロック(全長約170m)の曳航作業。

(2)曳航長は約267m～367m。

(3)曳航速力は約5～8ノット。

(4)警戒船を配置。

海 図 Ｗ１３７Ｂ－Ｗ１１０５－Ｗ１３０－Ｗ１１１８

－Ｗ１０３－Ｗ１０４－Ｗ１４１－Ｗ１５３

－Ｗ１１０８－Ｗ１００Ａ－Ｗ１００Ｂ

出 所 坂出海上保安署



２９号 -5- ２９号

★２３年４５１項 瀬戸内海 － 多度津港 航泊禁止区域設定

期 間 平成23年8月6日(予備日7日)の2000～2110(花火打上げ終了時)

区 域 34-16-29N 133-44-28Eの地点を中心とする半径200mの

円弧及び陸岸により囲まれる区域

備 考 (1)花火打上げ行事が行われるため、行事実施期間中、

一般船舶の航泊を禁止する。

ただし、坂出海上保安署長が本制限を解除した船舶

(警戒業務に従事する船舶)及び内港の岸壁、浮桟橋に

係留したままで移動しない船舶を除く。

(2)警戒船及び巡視艇等を配置。

海 図 Ｗ１１３９

出 所 高松海上保安部長公示第1号(平成23年7月26日)

★２３年４５２項 瀬戸内海 － 水島港及び付近 灯浮標交換作業

１．期 間 平成23年8月8日の1300～1400

位置１ 34-29.5N 133-42.0E

備 考 水島港高梁川第3号灯浮標(4277番)の交換作業。

２．期 間 平成23年8月9日の0930～1030

位置２ 34-26.0N 133-43.2E

備 考 ガンツガ瀬北方灯浮標(4272番)の交換作業。

３．期 間 平成23年8月9日の1100～1330

位置３ 34-24.4N 133-47.9E

備 考 水島航路第8号灯浮標(4250番)の交換作業。

備 考 警戒船を配置。

海 図 Ｗ１１２７Ａ－Ｗ１１２７Ｂ－Ｗ１１１６

－Ｗ１３７Ｂ－Ｗ１５３

参照書誌 ４１１

出 所 六本部交通部

★２３年４５３項 瀬戸内海 － 備後灘、佐島付近 海上工事

六管区水路通報23年22号332項削除

期 間 平成23年10月31日までの日出～日没

位 置 34-15-23N 133-11-22E付近

備 考 (1)生名橋Ｐ２橋脚の防衝工事。

(2)工事区域を示す標識灯(黄光、3秒1閃光)2基

及び黄色灯付浮標(3秒1閃光)5基を設置。

(3)汚濁防止膜を設置。

(4)警戒船を配置。

海 図 Ｗ１０２－Ｗ１０３－Ｗ１３０－Ｗ１５３－Ｗ１１０８

出 所 今治海上保安部



２９号 -6- ２９号

★２３年４５４項 瀬戸内海 － 三原瀬戸、大三島西方 灯浮標交換作業

六管区水路通報23年26号402項削除

期 間 平成23年8月11日の1430～1530

位 置 34-17.0N 132-57.7E

備 考 (1)神殿島北方灯浮標(4482番)の交換作業。

(2)警戒船を配置。

海 図 Ｗ１０３－Ｗ１４１－Ｗ１１０８

参照書誌 ４１１

出 所 六本部交通部

★２３年４５５項 瀬戸内海 － 安芸灘、大崎上島北方 桟橋補強工事

期 間 平成23年8月1日～9月20日(予備日含む)の日出～日没

位 置 34-17-52N 132-54-05E付近

海 図 Ｗ１４１

出 所 六本部交通部

★２３年４５６項 瀬戸内海 － 呉港、仁方区 灯浮標廃止（予告）

六管区水路通報23年24号369項削除,26号404項削除

名 称 呉港仁方第1号灯浮標(4663番)

位 置 34-12.8N 132-39.7E

廃止予定日 平成23年8月12日

備 考 (1)同日の1030～1130の間、設標船ぎんがによる

灯浮標撤去作業を実施。

(2)警戒船を配置。

海 図 Ｗ１４１－Ｗ１１０８－Ｗ１００Ｂ

参照書誌 ４１１

出 所 六本部交通部



２９号 -7- ２９号

★２３年４５７項 瀬戸内海 － 呉港南方、音戸ノ瀬戸 船舶通航信号所廃止（予告）

名 称 音戸ノ瀬戸船舶通航信号所

位 置 34-11-55N 132-32-25E

廃止予定日 平成23年8月11日

海 図 Ｗ１１０９－Ｗ１４１－Ｗ１４２

参照書誌 ４１１

出 所 六本部交通部

★２３年４５８項 瀬戸内海 － 呉港、呉区 航泊禁止区域設定

期 間 平成23年7月30日(予備日31日)の1900～2130

区 域 4地点を結ぶ線により囲まれる区域

(1)34-14-33N 132-32-30E(岸線角)

(2) 34-14-17N 132-32-06E

(3) 34-14-02N 132-32-34E

(4) 34-14-19N 132-32-50E

備 考 (1)海上花火大会が行われるため、一般船舶の航泊を禁止する。

ただし、当該行事に従事する船舶及び呉港長が許可した

船舶を除く。

(2)区域を黄色灯付浮標(4秒1閃光)6基及び

赤色灯(4秒1閃光)1基で明示。

(3)警戒船4隻を配置。

海 図 Ｗ１１０９

出 所 呉港長公示第1号(平成23年7月22日)

★２３年４５９項 瀬戸内海 － 呉港、三ツ子島西岸 岸壁補修工事

期 間 平成23年8月1日～9月25日(予備日9月26日～30日)

の日出～日没

位 置 (1)34-11-43N 132-30-42E付近

(2)34-11-36N 132-30-40E付近

備 考 (1)潜水作業を伴う。

(2)警戒船を配置。

海 図 Ｗ１２５－Ｗ１１０９－Ｗ１４２

出 所 六本部交通部



２９号 -8- ２９号

★２３年４６０項 瀬戸内海 － 広島湾、江田島湾 花火大会等

１．期 間 平成23年8月2日(予備日3日)の1200～1900

位 置 34-14-36N 132-28-12E付近

備 考 (1)ペットボトルロケットの発射展示を実施。

(2)警戒船を配置。

２．期 間 平成23年8月2日(予備日3日)の1630～2030

区 域 34-14-30N 132-28-10Eの地点を中心とする

半径約290mの円内

備 考 (1)花火大会を実施。

(2)打上げ台船に赤色灯を設置。

アンカー位置を示す黄色灯付浮標を設置。

(3)警戒船を配置。

海 図 Ｗ１４２

出 所 六本部交通部

★２３年４６１項 瀬戸内海 － 広島湾 海上訓練

期 間 平成23年8月5日の1400～1500

区 域 34-05.0N 132-19.3Eの地点を中心とする

半径約2000mの円内

備 考 (1)航空機、巡視船による吊上げ、降下訓練。

(2)警戒船を配置。

海 図 Ｗ１１３－Ｗ１４２

出 所 六本部交通部

★２３年４６２項 瀬戸内海 － 岩国港、第2区 潜水作業

期 間 平成23年8月1日～12日の日出～日没

区 域 34-10-40N 132-14-29E付近の付図に示す区域

備 考 (1)岸壁の防食作業を実施。

(2)警戒船を配置。

海 図 Ｗ１１３６－Ｗ１１３

出 所 岩国港長



２９号 -9- ２９号

★２３年４６３項 瀬戸内海 － 徳山下松港及び付近 魚礁設置工事

六管区水路通報23年15号232項削除

期 間 平成23年9月16日までの日出～日没

１．位置１ 33-57-46N 131-51-34E

備 考 鋼製魚礁3基及び石材の投入工事。

２・位置２ 33-57-20N 131-51-41E

備 考 鋼製魚礁3基及び石材の投入工事。

３．位置３ 33-59-40N 131-43-09E

備 考 石材の投入工事。

４．位置４ 34-03-00N 131-41-23E

備 考 石材の投入工事。

備 考 (1)潜水作業を伴う。

(2)警戒船を配置。

海 図 Ｗ１１３３Ａ－Ｗ１１３３Ｃ－Ｗ１２６

出 所 徳山下松港長

★２３年４６４項 豊後水道 － 法花津湾 花火大会

期 間 平成23年8月7日の2030～2100

区 域 33-18-37N 132-26-31Eの地点を中心とする

半径約200mの円内

備 考 警備船を配置。

海 図 Ｗ１３８－Ｗ１５１－Ｗ１１０２

出 所 宇和島海上保安部


